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は
じ
め
に

リ
ス
ボ
ン
条
約
（

）に
よ
る
改
正
後
に
お
け
る
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
基
本
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
で
あ
る
（
以

1

下
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
と
総
称
す
る
こ
と
が
あ
る
）。
そ
れ
は
、「
域
内
市
場
」
を
Ｅ
Ｕ
の
基
本
目
的
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る

（
Ｅ
Ｕ
条
約
第
三
条
﹇
旧
Ｅ
Ｕ
条
約
第
二
条
﹈
三
項
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
二
六
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
四
条
﹈）。「
域
内
市
場
」
は
「
物
、
人
、

サ
ー
ビ
ス
及
び
資
本
の
自
由
移
動
が
、﹇
基
本
﹈
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
確
保
さ
れ
る
内
部
に
国
境
の
な
い
地
域
」
と
し
て
定
義
さ

れ
る
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
二
六
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
四
条
﹈
二
項
）。

一
般
に
、
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
自
由
移
動
の
行
使
を
妨
げ
ま
た
は
そ
の
誘
因
を
減
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
国
内
措
置

は
、
次
の
四
つ
の
条
件
を
充
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
非
差
別
適
用
措
置
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
公
益
に
よ

り
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
目
的
達
成
の
た
め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
、
第
四
に
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
限
度
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
、
で
あ
る
（

）。
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、「
物
、
人
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
資
本
の
自
由
移
動
に
関
す
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
の
条

2

項
は
共
同
体
の
基
本
規
定
で
あ
り
、
ま
た
、
か
か
る
自
由
を
僅
か
で
も
制
限
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
（

）」。（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
は
Ｅ
Ｕ
機

3

能
条
約
に
、
共
同
体
は
欧
州
連
合
に
、
読
み
替
え
る
。）

従
来
、
自
由
移
動
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
は
加
盟
国
の
経
済
行
政
法
（
経
済
公
法
）
の
適
用
か
ら
生
じ
る
域
内
貿
易
の
障
壁
を
撤
廃
す

る
こ
と
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
（

）。
他
方
、
契
約
法
を
は
じ
め
と
す
る
私
法
は
、
域
内
に
お
け
る
物
品
の
売
買
や
雇
用
な
ど
国
境

4

を
越
え
た
経
済
活
動
と
し
て
の
自
由
移
動
の
法
的
イ
ン
フ
ラ
を
提
供
し
て
い
る
（

）。
し
か
し
、
私
法
は
基
本
的
に
加
盟
国
の
権
限
分
野

5

に
属
し
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
統
一
さ
れ
て
い
な
い
た
め
（

）、
加
盟
国
の
私
法
規
定
の
適
用
か
ら
も
自
由
移
動
に
対
す
る
障
壁
が
発
生
す
る

6

こ
と
が
あ
り
う
る
（

）。
7

さ
ら
に
、
加
盟
国
国
民
は
Ｅ
Ｕ
市
民
権
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
二
〇
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
七
条
﹈）
に
基
づ
き
、
経
済
活
動
に
従
事
し
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な
い
場
合
で
も
、「
加
盟
国
の
領
域
内
を
自
由
に
移
動
し
、
ま
た
、
居
住
す
る
権
利
」
を
有
す
る
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
二
一
条
﹇
旧
Ｅ

Ｃ
条
約
第
一
八
条
﹈）。
そ
の
た
め
、
Ｅ
Ｕ
市
民
の
国
境
を
越
え
る
移
動
お
よ
び
生
活
に
「
重
大
な
支
障
」（
serious
inconvenience）

を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
国
際
私
法
お
よ
び
私
法
は
、
客
観
的
に
正
当
化
さ
れ
、
か
つ
、
比
例
性
を
有
し
な
い
限
り
、
禁
止
さ
れ
る
（

）。
8

そ
の
た
め
、
Ｅ
Ｕ
は
そ
の
基
本
目
的
と
し
て
域
内
市
場
に
加
え
て
、「
自
由
・
安
全
・
司
法
領
域
」
を
含
め
て
い
る
（
Ｅ
Ｕ
条
約

第
三
条
﹇
旧
Ｅ
Ｕ
条
約
第
二
条
﹈
二
項
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
六
七
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
六
一
条
﹈）。「
自
由
・
安
全
・
司
法
領
域
」
に
は
、

「
越
境
的
含
意
を
有
す
る
」
民
事
司
法
協
力
（

）が
含
ま
れ
る
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
八
一
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
六
五
条
﹈
一
項
）。
す
な
わ
ち
、

9

Ｅ
Ｕ
は
「
特
に
域
内
市
場
の
適
正
な
機
能
の
た
め
に
必
要
な
場
合
」（「
特
に
」
は
例
示
を
意
味
す
る
）、「
法
及
び
管
轄
の
抵
触
に
関

し
て
加
盟
国
で
適
用
可
能
な
規
則
の
適
合
性
」
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
措
置
を
採
択
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
Ｅ
Ｕ
機

能
条
約
第
八
一
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
六
五
条
﹈
二
項
）。
す
で
に
、「
契
約
債
務
に
適
用
さ
れ
る
法
に
関
す
る
規
則
五
九
三
／
二
〇
〇
八
（

）」
10

（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）
お
よ
び
「
非
契
約
債
務
に
適
用
さ
れ
る
法
に
関
す
る
規
則
八
六
四
／
二
〇
〇
七
（

）」（
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
）、
ま
た
、「
民

11

事
及
び
商
事
事
件
に
関
す
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
規
則
四
四
／
二
〇
〇
一
（

）」（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規

12

則
）
等
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
各
国
法
の
調
和
が
実
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
家
族
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、「
婚

姻
及
び
親
の
責
任
に
関
わ
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
理
事
会
規
則
二
二
〇
一
／
二
〇
〇
三
（

）」（
ブ

13

リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅱ
規
則
）、「
離
婚
及
び
法
的
別
居
に
適
用
可
能
な
法
分
野
に
お
け
る
高
度
化
協
力
（
enhanced
cooperation）
を
実
施

す
る
規
則
一
二
五
九
／
二
〇
一
〇
（

）」（
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
）
が
採
択
さ
れ
て
い
る
（
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
は
「
高
度
化
協
力
」
と
し
て
一
部
の
加

14

盟
国
に
限
定
し
て
適
用
さ
れ
る
（

））。
15

と
く
に
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
お
よ
び
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
は
、
異
な
る
加
盟
国
裁
判
所
に
よ
る
同
一
の
状
況
の
実
質
的
な
扱
い
に
不
整
合
が

生
じ
る
こ
と
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
由
移
動
に
対
す
る
障
壁
と
な
る
の
防
ぐ
潜
在
的
可
能
性
を
有
し
て
い
る
（

）。
し
か
し
、

16

そ
れ
ら
の
規
則
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
市
民
や
経
済
活
動
従
事
者
に
対
し
、
異
な
る
加
盟
国
間
に
お
け
る
同
一
の
実
質
的
扱
い
を
保
障
す
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る
も
の
で
は
な
い
（

）。
す
な
わ
ち
、
国
境
を
越
え
る
状
況
が
関
わ
る
た
め
、
抵
触
規
則
（
法
適
用
規
範
（

））
が
そ
れ
に
よ
り
指
定
さ
れ
る

17

18

実
質
法
（
準
拠
法
（

））
と
し
て
の
私
法
規
定
と
相
俟
っ
て
自
由
移
動
の
違
反
を
構
成
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（

）。
欧
州

19

20

連
合
司
法
裁
判
所
（
以
下
、
欧
州
司
法
裁
判
所
と
略
称
す
る
）
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、
自
由
移
動
の
障
壁
を
な
す
の
が
公
法
か

私
法
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
国
内
法
令
が
加
盟
国
間
の
貿
易
に
及
ぼ
す
効
果
（
effects）
だ
か
ら
で
あ
る
（

）。
21

以
下
、
本
稿
で
は
Ｅ
Ｕ
基
本
条
約
の
自
由
移
動
規
定
（
と
く
に
物
の
自
由
移
動
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
市
民
権
）
と
加
盟
国
の
国
際
私
法
お
よ

び
私
法
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
（

）、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
加
盟
国
の
国
際
私
法
お
よ
び
私
法
は
Ｅ
Ｕ
法
上
の
自
由
移
動
に
対
す
る
障
壁

22

と
み
な
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
か
、
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
法
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
（

）。
23

域
内
市
場
に
お
け
る
物
の
自
由
移
動
と
そ
れ
に
対
す
る
障
壁

1

⑴

ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
基
準
と
「
遠
隔
度
」
テ
ス
ト

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
に
は
「
輸
入
に
対
す
る
数
量
制
限
及
び
こ
れ
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
す

べ
て
の
措
置
は
、
加
盟
国
の
間
で
禁
止
さ
れ
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
定
義
を
行
っ
た
（
事
件
名
に
ち
な
ん
で
ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
基
準
と
呼
ば
れ
る
）。

「
加
盟
国
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
共
同
体
域
内
貿
易
を
直
接
又
は
間
接
的
に
、
現
実
又
は
潜
在
的
に
妨
げ
る
可
能
性
の
あ
る
す
べ
て
の
商
取

引
規
則
は
、
数
量
制
限
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
と
み
な
さ
れ
う
る
（

）。」（
共
同
体
は
欧
州
連
合
に
読
み
替
え
る
。）

24

こ
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
あ
る
措
置
が
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
に
よ
り
捕
捉
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
そ
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の
措
置
の
目
的
で
は
な
く
効
果
（
effects）
に
よ
り
決
ま
る
。
ま
た
、
当
該
措
置
が
現
実
に
輸
入
を
制
限
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
必

要
は
な
く
、
潜
在
的
に
輸
入
を
制
限
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
せ
ば
足
り
る
。
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
同
条
は
加
盟
国

間
の
貿
易
が
ど
の
程
度
影
響
を
受
け
る
か
に
応
じ
て
「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
に
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
加

盟
国
の
措
置
が
輸
入
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
程
度
が
僅
少
で
あ
っ
て
も
「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
と
み
な

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（

）。
す
な
わ
ち
、「
デ
・
ミ
ニ
ミ
ス
・
ル
ー
ル
」（
de
m
inim
is
rule）
は
、「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」

25

に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
（

）。
26

他
方
、
ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
基
準
は
、「
遠
隔
度
」
テ
ス
ト
（
the
testofrem
oteness）
を
伴
う
。
す
な
わ
ち
、
問
題
と
な
る
措
置

が
加
盟
国
間
の
貿
易
を
妨
げ
る
と
み
な
さ
れ
る
に
は
「
あ
ま
り
に
も
不
確
実
か
つ
間
接
的
」（
too
uncertain
and
indirect）
な
場
合

に
は
、「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
と
は
み
な
さ
れ
な
い
（

）。
27

⑵
「
二
重
の
負
担
」
と
相
互
承
認

ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
基
準
に
は
、
原
産
地
に
基
づ
き
輸
入
品
を
不
利
に
扱
う
直
接
的
差
別
だ
け
で
な
く
、
国
産
品
と
輸
入
品
に
差
別

な
く
適
用
さ
れ
る
非
差
別
適
用
措
置
も
、
輸
入
品
に
対
し
て
規
制
上
の
「
二
重
の
負
担
（

）」
す
な
わ
ち
追
加
的
負
担
が
発
生
す
る
ゆ
え

28

に
包
含
さ
れ
る
。

カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
判
決
（

）に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
共
通
の
ル
ー
ル
が
存
在
し
な
い
事
項
で
は
、
加
盟
国
が
自
国
領
域

29

に
お
け
る
当
該
産
品
の
生
産
お
よ
び
取
引
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項
を
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
し
か
し
、
そ
れ
は
輸
入
品
に
対

30

し
て
「
二
重
の
負
担
」
を
課
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
不
都
合
を
解
消
す
る
た
め
、「
一
加
盟
国
に
お
い
て
適
法
に
生
産
さ
れ
、

取
引
さ
れ
て
い
る
限
り
、
当
該
産
品
が
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
も
輸
入
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
相
互
承
認
（
m
utual

recognition）
原
則
（

）が
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
各
国
法
の
調
和
が
当
該
分
野
で
存
在
し
な
い
場
合
、

31
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「
問
題
と
な
っ
て
い
る
産
品
の
取
引
に
関
す
る
国
内
法
の
相
違
か
ら
生
じ
る
共
同
体
内
で
の
移
動
に
対
す
る
障
壁
」
は
、
非
差
別
適

用
措
置
で
あ
る
と
し
て
も
、「
特
に
税
務
監
察
の
実
効
性
、
公
衆
衛
生
の
保
護
、
商
取
引
の
公
正
及
び
消
費
者
保
護
に
関
す
る
不
可

避
的
要
請
」（
お
よ
び
比
例
性
原
則
）
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
違
反
と

さ
れ
る
（

）。
32

な
お
、
輸
出
に
対
す
る
数
量
制
限
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
禁
止
す
る
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
五
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
九

条
﹈
は
、
国
内
向
け
産
品
に
比
し
て
輸
出
向
け
産
品
を
（
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
）
差
別
す
る
場
合
の
み
を
捕
捉
す
る
。
そ
れ
は
、

同
第
三
四
条
﹇
旧
第
二
八
条
﹈
と
異
な
り
、
輸
出
の
局
面
で
は
（
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
な
）
差
別
が
な
け
れ
ば
「
二
重
の
負
担
」
を

生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
（

）。
33

⑶

販
売
取
り
決
め
と
市
場
ア
ク
セ
ス

そ
の
後
、
ケ
ッ
ク
判
決
（

）に
よ
り
前
掲
ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
基
準
の
範
囲
が
修
正
さ
れ
、「
一
定
の
販
売
取
り
決
め
（
certain
selling

34

arrangem
ents）
を
制
限
し
又
は
禁
止
す
る
国
内
規
定
」（
以
下
、
販
売
取
り
決
め
）
は
次
の
二
つ
の
要
件
を
充
た
す
な
ら
ば
、「
二
重

の
負
担
」
を
発
生
さ
せ
な
い
た
め
、「
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
欧
州
司
法

裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「﹇
加
盟
国
﹈
立
法
の
調
和
が
存
在
し
な
い
場
合
、
他
の
加
盟
国
で
適
法
に
製
造
及
び
取
引
さ
れ
て
い
る
物
に
、（
た
と
え
ば
表
示
、
形
状
、

サ
イ
ズ
、
重
量
、
成
分
、
体
裁
、
ラ
ベ
ル
、
包
装
（
designation,form
,size,w
eight,com
position,presentation,labelling,

packaging）
の
よ
う
に
）
産
品
が
充
足
す
べ
き
要
件
を
定
め
る
規
則
を
適
用
す
る
結
果
と
し
て
生
じ
る
物
の
自
由
移
動
に
対
す
る
障
壁
は
、

﹇
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
﹈
第
三
〇
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
﹇
数
量
制
限
と
﹈
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
構
成
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
規
則

法学研究 84 巻 12 号（2011：12）

606



が
す
べ
て
の
産
品
に
差
別
な
く
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
同
規
則
の
適
用
が
物
の
自
由
移
動
に
優
先
す
る
公
益
目
的
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
な

い
限
り
該
当
す
る
、
と
い
う
点
が
「
カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
」﹇
判
決
﹈
以
降
の
判
例
法
に
よ
り
確
立
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
従
前
判
決
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
反
し
て
、
一
定
の
販
売
取
り
決
め
を
制
限
し
又
は
禁
止
す
る
国
内
規
定
を
他
の
加

盟
国
か
ら
の
産
品
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
が
国
内
領
域
内
で
活
動
す
る
す
べ
て
の
関
連
取
引
業
者
に
適
用
さ
れ
、
か
つ
、
国

産
品
及
び
他
の
加
盟
国
か
ら
の
産
品
の
取
引
に
法
に
お
い
て
も
事
実
に
お
い
て
も
同
様
に
影
響
を
及
ぼ
す
限
り
に
お
い
て
、
ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ

ル
基
準
の
意
味
に
お
け
る
、
加
盟
国
間
の
貿
易
を
直
接
又
は
間
接
に
、
実
際
又
は
潜
在
的
に
妨
げ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
の
条
件
が
充
足
さ
れ
る
限
り
、
か
か
る
規
則
を
他
の
加
盟
国
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
要
件
を
充
た
す
輸
入
産
品
の
販
売
に
適
用
す
る

こ
と
は
、
本
来
的
に
、
輸
入
産
品
の
市
場
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
又
は
国
産
品
の
﹇
市
場
﹈
ア
ク
セ
ス
を
損
な
う
よ
り
も
﹇
輸
入
産
品
の
市
場
﹈

ア
ク
セ
ス
を
損
な
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
規
則
は
そ
れ
ゆ
え
、﹇
Ｅ
Ｅ
Ｃ
﹈
条
約
第
三
〇
条
の
範
囲
外
に
当
た
る
（

）。」（
Ｅ
Ｅ
Ｃ

35

条
約
第
三
〇
条
は
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
に
読
み
替
え
る
。）

こ
の
よ
う
に
、
販
売
取
り
決
め
の
場
合
、「
国
内
領
域
内
で
活
動
す
る
す
べ
て
の
関
連
取
引
業
者
に
適
用
さ
れ
、
か
つ
、
国
産
品

及
び
他
の
加
盟
国
か
ら
の
産
品
の
取
引
に
法
に
お
い
て
も
事
実
に
お
い
て
も
同
様
に
影
響
を
及
ぼ
す
限
り
に
お
い
て
」
と
い
う
ケ
ッ

ク
二
要
件
に
示
さ
れ
て
い
る
差
別
が
な
け
れ
ば
、「
二
重
の
負
担
」
が
発
生
し
な
い
た
め
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条

約
第
二
八
条
﹈
に
違
反
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
ケ
ッ
ク
判
決
以
降
、
販
売
取
り
決
め
の
類
型
が
徐
々
に
明
ら
か
と
な
り
、
次
の
よ
う

な
類
型
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
つ
産
品
を
販
売
で
き
る
か
に
関
す
る
制
限
、
ど
こ
で
ま
た
は
誰
に
よ
り
産
品
が
販
売
さ
れ

う
る
か
に
関
す
る
制
限
、
広
告
に
関
す
る
制
限
、
価
格
凍
結
、
最
低
・
最
高
価
格
、
再
販
価
格
維
持
な
ど
の
価
格
統
制
な
ど
で
あ
る
（

）。
36

欧
州
司
法
裁
判
所
は
、「
特
に
一
定
の
販
売
方
法
だ
け
で
な
く
一
定
の
産
品
の
販
売
場
所
及
び
時
間
並
び
に
そ
れ
ら
の
産
品
の
広
告

に
関
す
る
規
定
を
﹇
ケ
ッ
ク
判
決
﹈
の
意
味
に
お
け
る
販
売
取
り
決
め
を
規
律
す
る
規
定
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（

）。
37
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物
の
自
由
移
動
と
国
際
私
法

2

⑴

ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
基
準
、「
遠
隔
度
」
テ
ス
ト
と
国
際
私
法

Ｅ
Ｕ
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
欧
州
委
員
会
）
は
、
欧
州
契
約
法
に
関
す
る
政
策
文
書
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
物
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
は
、
販
売
、
リ
ー
ス
又
は
直
接
交
換
（
barter）
に
よ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
契
約
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。

国
境
を
越
え
る
取
引
に
お
け
る
契
約
の
合
意
、
解
釈
及
び
適
用
に
関
す
る
諸
問
題
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
域
内
市
場
の
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
。

…
…一

般
に
、
国
内
契
約
法
制
度
で
は
契
約
自
由
の
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
当
事
者
は
自
由
に
自
ら
の
契
約
条
件
に

合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
各
々
の
契
約
は
特
定
国
の
法
及
び
裁
判
所
決
定
に
よ
り
規
律
を
受
け
る
。
こ
れ
ら
の
国
内
ル
ー
ル
の

中
に
は
、
強
行
規
定
で
は
な
く
、
契
約
当
事
者
が
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
か
又
は
他
の
条
件
で
合
意
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
借
家
人
や
消
費
者
と
の
契
約
の
よ
う
に
契
約
当
事
者
の
立
場
に
重
大
な
相
違
が
存
在
す
る
場
合
に
は
特
に
、

国
内
ル
ー
ル
は
強
行
規
定
と
さ
れ
る
。

通
常
こ
れ
ら
の
異
な
る
国
内
制
度
は
、
当
事
者
が
自
分
た
ち
の
契
約
を
規
律
す
る
の
は
い
ず
れ
の
法
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
国
境
を
越
え
た
取
引
に
と
っ
て
問
題
を
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
つ
の
国
内
法
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
は
、
…
…

当
該
国
内
法
の
任
意
規
定
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
強
行
規
定
を
受
け
容
れ
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
国
に
お
け
る
法
の
強
行
規
定
と
、
そ
れ
と

は
相
反
す
る
他
の
国
内
法
の
強
行
規
定
と
の
間
に
抵
触
が
生
じ
う
る
。
異
な
る
強
行
規
定
の
間
の
か
か
る
抵
触
に
よ
り
、
国
境
を
越
え
た
取

引
に
望
ま
し
く
な
い
影
響
が
も
た
ら
さ
れ
る
（

）。」

38

こ
の
よ
う
に
し
て
、
域
内
市
場
に
お
け
る
国
境
を
越
え
た
取
引
に
お
い
て
国
際
私
法
お
よ
び
私
法
が
、
物
、
サ
ー
ビ
ス
等
の
自
由
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移
動
を
妨
げ
る
こ
と
が
実
際
上
あ
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

CM
C
M
otorradcenter事
件
（

）に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
判
例
法
上
の
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」（
culpa
in
contrahendo）
理
論
（

）が
Ｅ

39

40

Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
に
反
す
る
か
否
か
が
争
点
と
さ
れ
た
。
本
件
の
事
実
関
係
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

ド
イ
ツ
で
オ
ー
ト
バ
イ
を
扱
う
非
正
規
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
Ｘ
（
ド
イ
ツ
控
訴
審
に
お
け
る
控
訴
人
）
は
、
ド
イ
ツ
の
輸
入
業
者
（
訴
外

Ａ
）
が
フ
ラ
ン
ス
の
正
規
デ
ィ
ー
ラ
ー
か
ら
購
入
し
た
ヤ
マ
ハ
製
の
オ
ー
ト
バ
イ
を
仕
入
れ
た
。
Ａ
は
購
入
の
際
、
購
入
者
は
い
ず

れ
の
ヤ
マ
ハ
正
規
デ
ィ
ー
ラ
ー
か
ら
も
製
品
保
証
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
約
束
を
得
て
い
た
（

）。
41

Ｙ
（
ド
イ
ツ
控
訴
審
に
お
け
る
被
控
訴
人
）
は
Ｘ
か
ら
そ
の
オ
ー
ト
バ
イ
を
購
入
し
た
が
、
契
約
の
一
般
的
条
件
と
し
て
、
購
入
者

は
メ
ー
カ
ー
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
売
り
主
も
し
く
は
事
業
者
ま
た
は
輸
入
者
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
当
該
保
証
に
基
づ
く
権
利
を
主

張
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
Ｘ
は
、
悪
意
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
ド
イ
ツ
の
正
規

デ
ィ
ラ
ー
は
並
行
輸
入
の
対
象
と
な
っ
た
オ
ー
ト
バ
イ
に
対
し
て
は
保
証
に
基
づ
く
修
理
を
行
う
の
を
拒
否
す
る
の
が
一
般
的
で
あ

る
こ
と
を
購
入
者
に
告
げ
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
正
規
デ
ィ
ラ
ー
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
価
格
が
ド
イ
ツ
で
の
価
格
よ
り
も
低
い
た
め

並
行
輸
入
に
よ
り
不
当
な
競
争
上
の
利
益
が
発
生
し
て
い
る
と
み
な
し
て
い
た
（

）。
42

Ｙ
は
そ
の
慣
行
に
気
づ
い
た
た
め
、
当
該
オ
ー
ト
バ
イ
の
引
き
渡
し
を
受
け
る
こ
と
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
地
方
裁
判
所
に

損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え
を
起
こ
し
た
が
棄
却
さ
れ
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
州
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。
州
裁
判
所
は
、「
ド
イ
ツ
の
輸
入

業
者
が
ヤ
マ
ハ
製
オ
ー
ト
バ
イ
の
購
入
者
に
、
ド
イ
ツ
の
ヤ
マ
ハ
正
規
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
並
行
輸
入
の
対
象
で
あ
る
乗
り
物
の
保
証
に

基
づ
く
修
理
を
行
う
の
を
拒
否
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
旨
告
げ
る
よ
う
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
第
三
〇
条
に
反
す
る

か
」（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
第
三
〇
条
は
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
に
読
み
替
え
る
）
と
い
う
問
題
を
欧
州
司
法
裁
判
所
に
付
託
し
た
（

）。
43

欧
州
司
法
裁
判
所
は
ま
ず
、
ド
イ
ツ
法
上
、
契
約
の
両
当
事
者
間
に
お
け
る
信
頼
関
係
が
交
渉
の
開
始
時
か
ら
生
じ
る
も
の
と
み
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な
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、「
確
立
さ
れ
た
判
例
法
」
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
、
両
当
事
者
が
売
買
の
対
象
ま
た
は
品
質
に
関

連
し
な
く
と
も
他
方
の
当
事
者
を
決
定
に
至
ら
せ
る
よ
う
な
他
の
事
実
を
自
己
の
知
る
範
囲
内
で
伝
え
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
情
報
提
供
義
務
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
法
に
よ
れ
ば
、
契
約
締
結
上
の
過
失
は
損
害
賠
償

を
発
生
さ
せ
う
る
こ
と
、
を
確
認
し
て
い
る
（

）。
44

次
い
で
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
付
託
さ
れ
た
問
題
を
「
情
報
を
提
供
す
べ
き
か
か
る
義
務
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
第
三
〇
条
の
意
味
に
お

け
る
数
量
制
限
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
を
成
す
か
」（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
第
三
〇
条
は
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
と
読
み
替
え
る
）
と

い
う
形
に
再
構
成
す
る
（

）。
45

そ
の
う
え
で
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
基
準
を
再
確
認
し
た
後
（

）、「
ド
イ
ツ
の
契
約
法
に
よ
り
課
さ
れ
て
い
る
、

46

契
約
に
先
立
っ
て
情
報
を
告
知
す
る
義
務
は
、
少
な
く
と
も
共
同
体
産
品
に
関
し
て
は
同
法
の
範
囲
内
に
当
た
る
す
べ
て
の
契
約
関

係
に
差
別
な
く
適
用
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
の
目
的
は
貿
易
を
規
制
す
る
こ
と
で
は
な
い
」（
共
同
体
は
欧
州
連
合
と
読
み
替
え
る
）

と
述
べ
て
い
る
（

）。
ま
た
、
物
の
自
由
移
動
を
妨
げ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
引
き
起
こ
す
の

47

は
情
報
告
知
義
務
で
は
な
く
、
当
該
ブ
ラ
ン
ド
の
一
定
の
正
規
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
並
行
輸
入
の
対
象
と
な
っ
た
オ
ー
ト
バ
イ
に
関
す
る

保
証
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
の
遂
行
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
し
て
い
る
（

）。
そ
の
結
果
、「
情
報
を
告
知
す
べ
き
当
該

48

義
務
が
物
の
自
由
移
動
に
対
し
て
有
し
う
る
制
限
的
効
果
は
、
加
盟
国
間
の
貿
易
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
結
論
を
保
証
す
る

に
は
あ
ま
り
に
不﹅

確﹅

定﹅

か﹅

つ﹅

間﹅

接﹅

的﹅

で
あ
る
」（
傍
点
筆
者
）
と
判
示
し
て
い
る
（

）。
そ
の
た
め
、
前
述
の
「
遠
隔
度
テ
ス
ト
」
に
基

49

づ
き
、
情
報
告
知
義
務
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
当
該
判
例
法
は
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
に
反
し
な
い
と

さ
れ
た
（

）。
50

⑵
「
二
重
の
負
担
」
と
国
際
私
法
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国
際
私
法
に
お
い
て
、
異
な
る
法
適
用
規
範
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
複
数
の
加
盟
国
に
お
い
て
当
該
状
況
の
取
り
扱
い
に
相
違

が
生
じ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
自
動
的
に
、
自
由
移
動
に
対
す
る
違
法
な
制
限
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（

）。
し

51

か
し
、
加
盟
国
間
に
お
い
て
法
適
用
規
範
に
相
違
が
あ
り
、
実
質
法
に
基
づ
く
扱
い
に
不
均
等
が
生
じ
る
場
合
、「
二
重
の
負
担
」

に
よ
り
国
境
を
越
え
る
経
済
活
動
が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
（

）。
ま
た
、
連
結
素
の
性
格
に
よ
っ
て
は
法
適
用
規
範
が
一
つ
の
国

52

内
法
制
度
内
で
国
産
品
・
サ
ー
ビ
ス
と
輸
入
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
間
に
必
然
的
に
異
な
る
実
質
法
上
の
扱
い
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ

り
得
る
（

）。
53

A
lsthom
A
tlantique
事
件
判
決
（

）は
、
当
事
者
自
治
と
「
二
重
の
負
担
」
の
関
係
が
扱
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
フ

54

ラ
ン
ス
民
法
典
の
規
定
に
関
す
る
判
例
法
が
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
五
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
九
条
﹈
等
に
反
す
る
か
ど
う
か
が
争
点

の
一
つ
と
さ
れ
た
。
本
件
の
事
実
関
係
お
よ
び
判
決
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
八
三
年
と
八
四
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
会

社
Ｘ
（
本
件
原
告
）
が
オ
ラ
ン
ダ
の
会
社
（
訴
外
Ａ
）
に
二
隻
の
ク
ル
ー
ズ
船
を
売
却
し
た
と
こ
ろ
、
二
隻
の
船
舶
の
エ
ン
ジ
ン
が

適
正
に
作
動
し
な
い
と
い
う
隠
れ
た
瑕
疵
が
あ
っ
た
。
そ
の
二
隻
の
船
の
エ
ン
ジ
ン
は
Ｘ
が
フ
ラ
ン
ス
の
会
社
Ｙ
（
本
件
被
告
）
か

ら
購
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
訴
外
Ａ
は
船
舶
の
引
き
渡
し
の
際
、
と
く
に
当
該
エ
ン
ジ
ン
が
適
正
に
作
動
し
て
い
な
い
こ
と
を
主

張
し
て
、
当
該
船
舶
の
瑕
疵
に
関
す
る
一
定
の
留
保
を
表
明
し
た
。
そ
の
留
保
に
基
づ
き
、
Ａ
は
Ｘ
を
相
手
取
っ
て
仲
裁
手
続
を
と

っ
た
。
Ｘ
は
自
己
の
責
任
を
制
限
す
る
契
約
条
項
に
基
づ
き
Ａ
の
主
張
に
反
論
し
た
。
仲
裁
裁
判
所
に
よ
り
、
Ａ
の
主
張
お
よ
び
Ｘ

の
責
任
を
制
限
す
る
条
項
の
効
力
ま
た
は
適
用
可
能
性
に
つ
き
、
当
該
販
売
契
約
に
適
用
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
従
っ
て
評
価
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
（

）。
Ｘ
は
パ
リ
商
事
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
、
Ｙ
が
瑕
疵
の
あ
る
製
品
を
供
給
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
Ｘ
が
立
て

55

替
え
た
修
理
費
用
全
額
お
よ
び
Ｘ
が
仲
裁
裁
判
の
結
果
と
し
て
Ａ
に
支
払
う
義
務
を
負
う
場
合
の
補
償
額
に
相
当
す
る
金
員
を
支
払

う
旨
Ｙ
に
命
じ
る
よ
う
求
め
た
（

）。
な
お
、
Ｙ
は
保
険
会
社
に
対
し
て
、
Ｘ
の
請
求
に
よ
り
Ｙ
に
支
払
命
令
が
な
さ
れ
る
場
合
に
補
償

56

を
求
め
る
旨
の
訴
訟
告
知
を
行
っ
て
い
る
（

）。
57
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本
件
の
主
要
争
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
六
四
三
条
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
売
り
主
は
、
善
意
の
場

合
で
あ
っ
て
も
、
明
文
の
条
項
が
な
い
限
り
、
隠
れ
た
瑕
疵
に
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
の
判
例
法
に

よ
れ
ば
、
同
条
は
、
製
造
業
者
ま
た
は
取
引
業
者
は
販
売
さ
れ
る
商
品
の
い
か
な
る
瑕
疵
に
つ
い
て
も
悪
意
で
あ
る
と
の
反
証
不
能

な
推
定
を
与
え
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
、
当
該
契
約
が
同
一
専
門
分
野
の
取
引
業
者
と
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
よ
う
な

推
定
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る
。
Ｘ
の
請
求
に
対
し
て
、
Ｙ
は
他
の
ど
の
加
盟
国
に
も
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
に
類
似
す
る
判
例
法
は
存
在

し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
か
か
る
判
例
法
は
競
争
を
歪
曲
し
、
か
つ
、
物
の
自
由
移
動
を
妨
げ
る
と
主
張
し
た
（

）。
パ
リ
商
事
裁
判
所
は

58

Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
二
六
七
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
三
四
条
﹈
に
基
づ
き
、
前
記
の
よ
う
な
判
例
法
は
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
五
条
﹇
旧
Ｅ

Ｃ
条
約
第
二
九
条
﹈
等
に
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
先
決
裁
定
を
欧
州
司
法
裁
判
所
に
求
め
た
（

）。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
国
内
向

59

け
産
品
に
比
し
て
輸
出
向
け
産
品
を
差
別
す
る
場
合
に
の
み
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
五
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
九
条
﹈
違
反
と
な
る
点

を
確
認
し
た
後
（

）、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

60

「
…
…
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
の
判
例
法
は
…
…
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
す
べ
て
の
商
事
関
係
に
差
別
な
く
適
用
さ
れ
、
ま
た
、
そ

の
特
定
の
目
的
又
は
効
果
と
し
て
輸
出
パ
タ
ー
ン
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
国
内
生
産
又
は
国
内
市
場
を
優
遇
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら

に
、
国
際
売
買
契
約
の
当
事
者
は
一
般
に
、
自
己
の
契
約
関
係
に
適
用
可
能
な
法
を
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に

し
て
フ
ラ
ン
ス
法
に
服
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。」

61

そ
の
結
果
、「
取
引
に
よ
り
物
品
を
売
買
す
る
者
が
物
品
の
引
き
渡
し
の
日
に
当
該
物
品
の
瑕
疵
に
つ
い
て
善
意
で
あ
っ
た
こ
と

を
立
証
す
る
の
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
り
、
他
の
加
盟
国
の
競
争
相
手
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
瑕
疵
に
つ
い
て
善
意
の

場
合
に
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
を
認
め
る
国
内
立
法
規
定
に
依
拠
す
る
の
を
妨
げ
る
効
果
を
有
す
る
加
盟
国
判
例
法
の
適
用
」
は
Ｅ
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Ｕ
機
能
条
約
第
三
五
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
九
条
﹈
等
に
よ
り
禁
止
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
（

）。
62

欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
前
述
の
と
お
り
、
本
判
決
の
傍
論
部
分
で
「
国
際
売
買
契
約
の
当
事
者
は
一
般
に
、
自
己
の
契
約
関
係
に

適
用
可
能
な
法
を
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
に
服
す
る
の
を
避
け
る
こ
と
が
で
き

る（
）」

と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
事
者
は
自
己
の
関
係
を
規
律
す
る
法
制
度
（
準
拠
法
）
を
選
択
す
る
可
能
性
を
有
す
る
と
き
、

63所
与
の
法
制
度
の
強
行
法
規
を
契
約
に
よ
り
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
自
由
移
動
に
対
す
る
違
反
は
発
生
し
な
い
こ
と
を
意
味

す
る
と
さ
れ
る
（

）。（
こ
の
場
合
、
法
の
選
択
と
は
、
指
定
さ
れ
る
準
拠
法
の
強
行
法
規
お
よ
び
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
（
default
rule）
が

64

当
該
法
律
関
係
を
規
律
す
る
こ
と
を
含
意
す
る
（

）。）

65

そ
の
結
果
、
当
事
者
が
契
約
を
規
律
す
る
法
制
度
を
選
択
す
る
可
能
性
が
な
い
状
況
に
お
い
て
、
自
由
移
動
に
対
す
る
障
壁
が
生

じ
う
る
（

）。
す
な
わ
ち
、
抵
触
規
則
（
法
適
用
規
範
）
が
そ
れ
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
実
質
法
（
準
拠
法
）
と
し
て
の
私
法
規
定
を
併
せ

66

て
考
え
た
と
き
の
抵
触
規
則
の
効
果
を
評
価
す
る
な
ら
ば
、
次
の
三
つ
の
場
合
に
自
由
移
動
に
対
す
る
障
壁
が
生
じ
う
る
と
さ
れ
る
（

）。
67

第
一
に
、
物
権
の
準
拠
法
で
あ
る
目
的
物
の
所
在
地
法
（
lex
reisitae）
の
よ
う
に
（

）、
法
選
択
が
可
能
で
な
い
強
行
的
な
抵
触
法

68

規
（
a
m
andatory
conflictrule）
の
場
合
で
あ
る
（

）。
第
二
に
、
法
選
択
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
適
用
可
能
な
法

69

制
度
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
優
越
的
強
行
規
定
」（
loisdepolice
（

））
と
み
な
す
実
質
法
規
定
（
通
常
、
法
廷
地
法
（
lexfori））
を
適
用
す

70

る
た
め
、
法
選
択
が
排
除
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
（

）。
な
お
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
第
九
条
一
項
に
よ
れ
ば
、「
優
越
的
強
行
規
定
」（
lois
de

71

police）
と
は
、「
本
規
則
に
基
づ
き
当
該
契
約
に
適
用
さ
れ
る
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
、
社
会
的
又
は
経
済
的
組
織
の
よ
う

な
公
益
を
守
る
た
め
に
、
適
用
範
囲
内
に
あ
る
い
か
な
る
状
況
に
も
適
用
さ
れ
う
る
ほ
ど
重
要
で
あ
る
と
一
国
に
よ
り
み
な
さ
れ
る

規
定
」
を
い
う
。
第
三
に
、
公
序
に
よ
る
例
外
（
public
policy
exception）
の
場
合
で
あ
る
（

）。
す
な
わ
ち
、
法
廷
地
の
公
序
に
反

72

す
る
と
き
、
適
用
可
能
な
法
制
度
の
規
定
は
適
用
で
き
な
い
（

）。
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
第
二
一
条
に
よ
れ
ば
、「
本
規
則
に
よ
り
特
定
さ
れ

73

る
国
の
法
規
定
の
適
用
は
、
か
か
る
適
用
が
法
廷
地
の
公
序
（
ordre
public）
に
明
白
に
適
合
し
な
い
場
合
に
限
り
、
拒
否
す
る
こ
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と
が
で
き
る
」。

最
後
に
、
国
際
私
法
お
よ
び
私
法
が
一
般
的
に
販
売
取
り
決
め
に
該
当
し
て
、
物
の
自
由
移
動
に
対
す
る
障
壁
の
範
囲
外
に
置
か

れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
立
場
も
あ
る
が
（

）、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
（

）。

74

75

Ｅ
Ｕ
市
民
権
に
基
づ
く
自
由
移
動
と
国
際
私
法

3

⑴

Ｅ
Ｕ
市
民
の
姓
と
自
由
移
動

欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
市
民
権
は
「
加
盟
国
国
民
の
基
本
的
地
位
と
な
る
べ
く
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
（

）」。
加
盟
国

76

の
権
限
に
属
す
る
事
項
で
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
国
内
的
な
状
況
で
な
い
限
り
、
そ
の
権
限
行
使
に
お
い
て
加
盟
国
は
Ｅ
Ｕ
市
民
権

を
含
む
Ｅ
Ｕ
法
に
従
う
義
務
の
下
に
あ
る
（

）。
77

そ
の
結
果
、
第
一
に
、
Ｅ
Ｕ
市
民
は
受
入
加
盟
国
の
領
域
内
に
合
法
的
に
居
住
し
て
い
る
場
合
、
Ｅ
Ｕ
市
民
権
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約

第
二
〇
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
七
条
﹈）
に
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
の
「
内
容
に
関
す
る
」（
ratione
m
ateriae）
範
囲
内
に
当
た
る
す
べ
て
の

状
況
に
お
い
て
、
国
籍
に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
す
る
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
一
八
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
二
条
﹈
に
依
拠
す
る
こ
と
が
で

き
る
（

）。
た
と
え
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
と
ス
ペ
イ
ン
の
二
重
国
籍
を
有
し
、
ベ
ル
ギ
ー
に
居
住
す
る
未
成
年
者
が
ス
ペ
イ
ン
の
法
と
伝
統
に

78
従
っ
て
名
乗
る
こ
と
が
で
き
る
姓
に
改
姓
す
る
こ
と
を
求
め
る
申
請
を
、
ベ
ル
ギ
ー
が
同
国
の
国
際
私
法
（

）お
よ
び
民
法
（

）に
基
づ
き
認

79

80

め
な
い
の
は
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
一
八
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
二
条
﹈
お
よ
び
第
二
〇
条
﹇
旧
第
一
七
条
﹈
に
反
す
る
と
さ
れ
た
（

）。
81

第
二
に
、
Ｅ
Ｕ
市
民
権
に
基
づ
く
移
動
・
居
住
の
自
由
を
定
め
る
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
二
一
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
八
条
﹈
は
直
接

効
果
を
有
す
る
た
め
、
国
内
裁
判
所
が
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
権
利
を
個
人
に
付
与
す
る
（

）。
ま
た
、
前
述
の
と
お
り
、
加
盟
国

82

は
国
家
の
権
限
に
属
す
る
事
項
で
あ
っ
て
も
、
Ｅ
Ｕ
法
と
の
接
点
が
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
法
に
適
合
し
て
権
限
を
行
使
し
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
盟
国
の
国
際
私
法
お
よ
び
私
法
規
定
の
適
用
が
、
Ｅ
Ｕ
市
民
権
と
し
て
の
移
動
・
居
住
の
自
由
に
反
す
る
場

合
に
は
適
用
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
民
法
施
行
法
（
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
は
同
国
に
お
け
る
国
際
私
法
を
規
定
す
る
（

）。
同
法
第
一
〇
条
一
項
に
よ
れ

83

ば
、
人
の
氏
名
は
本
人
の
国
籍
国
の
法
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
Grunkin
と
Paulの
子
で
あ
る
Leon-

hard
M
atthias
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
出
生
し
、
そ
の
後
も
同
国
に
居
住
し
て
い
た
。
デ
ン
マ
ー
ク
法
に
従
っ
て
そ
の
子
の
姓
は

Grunkin-Paulと
さ
れ
た
。
他
方
、
ド
イ
ツ
当
局
は
Ｅ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
〇
条
一
項
に
基
づ
き
ド
イ
ツ
民
法
の
関
連
規
定
（
第

一
六
一
七
条
）
を
準
拠
法
と
し
て
、
父
母
の
い
ず
れ
か
の
姓
の
使
用
し
か
認
め
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
国
内
裁
判
所
は
、
こ
の
点
が
Ｅ

Ｕ
基
本
条
約
上
の
国
籍
に
基
づ
く
差
別
の
禁
止
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
一
八
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
二
条
﹈）
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
市
民
権
に
基
づ

く
移
動
・
居
住
の
自
由
（
第
二
〇
条
﹇
旧
第
一
七
条
﹈）
に
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
欧
州
司
法
裁
判
所
に
付
託
し
た
（

）。
84

加
盟
国
の
国
民
で
あ
り
、
他
の
加
盟
国
の
領
域
に
合
法
的
に
居
住
す
る
子
に
関
し
て
は
Ｅ
Ｕ
法
と
の
接
点
が
存
在
す
る
た
め
（

）、
本

85

件
の
子
Leonhard
M
atthiasは
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
一
八
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
二
条
﹈
お
よ
び
第
二
〇
条
﹇
旧
第
一
七
条
﹈
に
依
拠

す
る
こ
と
が
で
き
る
（

）。
し
か
し
、
彼
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
国
籍
に
基
づ
く
差
別
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
第
一
八
条
﹇
旧

86

第
一
二
条
﹈
は
関
連
性
を
有
し
な
い
（

）。
他
方
、
第
二
一
条
﹇
旧
第
一
八
条
﹈
に
つ
い
て
は
、
当
該
ド
イ
ツ
法
が
彼
の
身
元
証
明
等
に

87

関
連
し
て
様
々
な
「
重
大
な
支
障
」（
serious
inconvenience）
を
も
た
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
移
動
・
居
住
の
権
利
の
行
使
を
妨
げ

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
さ
れ
た
（

）。
88

こ
の
よ
う
な
違
反
は
、
客
観
的
考
慮
お
よ
び
比
例
性
原
則
に
基
づ
い
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（

）。
ド
イ
ツ
政
府
は
姓
を

89

決
定
す
る
た
め
の
唯
一
の
連
結
素
と
し
て
国
籍
を
使
用
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
そ
れ
が
安
定
お
よ
び
継
続
し
て
人
の
姓

を
決
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
客
観
的
基
準
で
あ
る
こ
と
等
を
主
張
し
た
（

）。
し
か
し
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
連
結

90

素
に
よ
り
本
件
の
子
Leonhard
M
atthiasは
デ
ン
マ
ー
ク
と
ド
イ
ツ
の
国
境
を
越
え
る
た
び
に
姓
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
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と
に
な
る
た
め
、
安
定
性
と
継
続
性
と
い
う
目
的
に
反
す
る
結
果
と
な
る
点
等
を
指
摘
し
て
、
ド
イ
ツ
政
府
の
主
張
を
退
け
た
（

）。
以

91

上
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
に
基
づ
く
準
拠
法
の
適
用
は
、
Ｅ
Ｕ
市
民
権
に
基
づ
く
移
動
・
居
住
の
自
由
に
反
す
る
こ
と
、
ま

た
、
客
観
的
正
当
化
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
判
示
さ
れ
た
。

他
方
、
ド
イ
ツ
国
民
の
養
子
と
な
り
、
同
国
に
居
住
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
籍
者
が
Fürstin
von
Sayn-W
ittgenstein
と
い

う
姓
を
、
ウ
ィ
ー
ン
の
行
政
当
局
に
よ
り
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
私
法
（

）お
よ
び
民
法
（

）に
基
づ
き
Sayn-W
ittgenstein
と
い
う
姓

92

93

に
変
更
さ
れ
た
事
例
で
も
（

）「
重
大
な
支
障
」
の
法
理
が
適
用
さ
れ
（

）、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
二
一
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
八
条
﹈
に
基
づ

94

95

く
移
動
・
居
住
の
自
由
に
対
す
る
制
限
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
（

）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
公
序
に
基
づ
く
正
当
化
が
比
例
性
と
と
も
に
認
め

96

ら
れ
て
い
る
（

）。
97

⑵

国
際
私
法
と
相
互
承
認
原
則

欧
州
司
法
裁
判
所
で
は
、
経
済
活
動
を
伴
う
自
由
移
動
の
場
合
と
同
様
に
（

）Ｅ
Ｕ
市
民
権
に
基
づ
く
自
由
移
動
に
お
い
て
も
、
国
籍

98

に
基
づ
く
直
接
的
差
別
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
非
差
別
適
用
措
置
が
自
由
移
動
の
障
壁
と
な
る
と
き
に
相
互
承
認
原
則
が
適
用
さ
れ
、

そ
の
際
に
正
当
化
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
て
い
る
（

）。
前
掲
Grunkin-Paul事
件
に
お
い
て
、
人
の
姓
を
決
定
す
る
た
め
の
連
結
素

99

を
国
籍
と
す
る
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
は
そ
れ
自
体
と
し
て
何
ら
問
題
は
な
か
っ
た
が
（

）、
居
住
を
連
結
素
と
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
国
際

100

私
法
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
自
由
移
動
が
制
限
さ
れ
る
効
果
を
発
生
す
る
（

）。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
本
件
法
務
官
意
見
で
は
次
の
よ

101

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
私
は
そ
れ
ゆ
え
、
次
の
点
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
姓
名
の
分
野
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
実
質
法
又

は
法
選
択
規
則
に
対
し
て
何
ら
大
き
な
変
更
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
加
盟
国
法
に
従
っ
て
有
効
に
な
さ
れ
た
氏
名
の
事
前
の
選
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択
を
承
認
す
る
た
め
の
余
地
を
広
げ
る
の
を
認
め
る
よ
う
単
に
求
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ﹅

れ﹅

は﹅

経﹅

済﹅

分﹅

野﹅

だ﹅

け﹅

で﹅

な﹅

く﹅

民﹅

事﹅

に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

も﹅

共﹅

同﹅

体﹅

法﹅

の﹅

大﹅

部﹅

分﹅

を﹅

支﹅

え﹅

て﹅

い﹅

る﹅

相﹅

互﹅

承﹅

認﹅

原﹅

則﹅

の﹅

適﹅

用﹅

を﹅

伴﹅

う﹅

も﹅

の﹅

に﹅

過﹅

ぎ﹅

な﹅

い﹅

の﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

。」
（

）（
傍
点
筆

102

者
）（
共
同
体
法
は
欧
州
連
合
法
と
読
み
替
え
る
。）

こ
の
法
務
官
意
見
を
受
け
て
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
人
の
姓
を
決
定
す
る
た
め
の
国
籍
と
い
う
連
結
素
を
支
持
す
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
根
拠
の
い
ず
れ
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ど
ん
な

に
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
内
本
審
手
続
に
お
け
る
本
件
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
子﹅

が﹅

出﹅

生﹅

し﹅

か﹅

つ﹅

出﹅

生﹅

後﹅

も﹅

居﹅

住﹅

を﹅

続﹅

け﹅

て﹅

い﹅

る﹅

他﹅

の﹅

加﹅

盟﹅

国﹅

で﹅

す﹅

で﹅

に﹅

決﹅

定﹅

さ﹅

れ﹅

届﹅

出﹅

が﹅

な﹅

さ﹅

れ﹅

て﹅

い﹅

る﹅

当﹅

該﹅

子﹅

の﹅

姓﹅

を﹅

承﹅

認﹅

す﹅

る﹅

こ﹅

と﹅

を
一
加
盟
国
の
所
轄
機
関
が
拒
絶
す
る
の
を
正
当

化
す
る
よ
う
な
重
要
性
が
国
籍
に
付
さ
れ
る
の
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
（

）。」（
傍
点
筆
者
）

103

こ
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
相
互
承
認
原
則
は
国
際
私
法
の
分
野
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
他
の
加
盟
国

の
見
解
お
よ
び
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
私
的
自
治
の
余
地
を
認
め
る
こ
と
は
、
共
同
体
の
抵
触
法
制
度
の
本

質
的
特
徴
で
あ
る
（

）」（
共
同
体
は
欧
州
連
合
と
読
み
替
え
る
）。
た
だ
し
、
こ
れ
が
「
相
互
承
認
制
度
に
よ
り
法
選
択
（
choice
oflaw
）

104

が
全
く
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
へ
の
門
戸
を
開
く
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（

）」。
し
か
し
他
方
で
、「
か
か
る
法
選
択
プ
ロ

105

セ
ス
の
変
容
は
共
同
体
の
自
由
移
動
法
の
影
響
の
結
果
と
し
て
の
特
定
の
状
況
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
（

）」（
共
同
体
は
Ｅ
Ｕ
と
読
み
替
え
る
）。

106
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４

結
語
に
代
え
て
│
│
「
市
場
ア
ク
セ
ス
」
ア
プ
ロ
ー
チ
と
国
際
私
法

ダ
ッ
ソ
ン
ヴ
ィ
ル
基
準
と
相
互
承
認
原
則
に
基
づ
く
欧
州
司
法
裁
判
所
の
「
二
重
の
負
担
」
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ホ
ー
ム
・
ス
テ
ー

ト
（
hom
e
state）
お
よ
び
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
（
host
state）
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
国
の
規
制
に
服
す
る
産
品
が
ホ
ー
ム
・
ス

テ
ー
ト
の
規
制
に
の
み
服
す
る
産
品
よ
り
高
い
コ
ス
ト
を
負
う
と
い
う
意
味
で
輸
入
品
に
対
し
て
課
さ
れ
る
追
加
的
負
担
に
焦
点
を

当
て
（

）、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
を
規
制
撤
廃
の
道
具
へ
と
変
容
さ
せ
た
（

）。
し
か
し
、
販
売
取
り
決
め

107

108

概
念
の
導
入
に
よ
り
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
軌
道
修
正
さ
れ
た
（

）。
109

そ
の
後
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
販
売
取
り
決
め
が
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
に
捕
捉
さ
れ
な
い
た

め
に
は
、
輸
入
品
の
市
場
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
た
り
、
国
産
品
よ
り
も
ア
ク
セ
ス
を
損
な
う
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し

て（
）、

市
場
ア
ク
セ
ス
の
確
保
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Com
m
ission
v.Italy（
m
opeds）
事
件
判
決
（

）で
は
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条

110

111

約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
の
適
用
に
関
す
る
原
則
と
し
て
、
第
一
に
差
別
禁
止
す
な
わ
ち
直
接
的
差
別
の
禁
止
の
原

則
、
第
二
に
他
の
加
盟
国
で
適
法
に
生
産
流
通
す
る
産
品
の
相
互
承
認
原
則
、
第
三
に
Ｅ
Ｕ
産
品
の
各
国
内
市
場
へ
の
自
由
な
ア
ク

セ
ス
確
保
の
原
則
が
指
摘
さ
れ
た
後
（

）、
次
の
よ
う
に
判
示
さ
れ
て
い
る
。

112

「
加
盟
国
が
他
の
加
盟
国
か
ら
来
る
産
品
を
不
利
に
扱
う
こ
と
を
目
的
又
は
効
果
と
し
て
採
択
す
る
措
置
は
、﹇
す
べ
て
の
産
品
に
同
様
に

適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
他
の
加
盟
国
で
適
法
に
製
造
さ
れ
及
び
流
通
に
置
か
れ
て
い
る
物
品
が
輸
入
さ
れ
る
と
き
に
そ
の
物
品
が
充
足
す

べ
き
要
件
を
定
め
る
規
則
﹈
と
同
様
に
、
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
の
意
味
に
お
け
る
輸
入
に
対
す
る
数
量
制
限
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置

と
み
な
さ
れ
う
る
。
加
盟
国
の
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
、
他
の
加
盟
国
を
原
産
地
と
す
る
産
品
に
つ
い
て
妨
げ
る
他
の
い
か
な
る
措
置
も
ま

た
、
同
概
念
に
含
ま
れ
る
（

）。」（
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
は
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
と
読
み
替
え
る
。）

113
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Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
に
い
う
「
数
量
制
限
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
の
概
念
と
し
て
の

「
加
盟
国
が
他
の
加
盟
国
か
ら
来
る
産
品
を
不
利
に
扱
う
こ
と
を
目
的
又
は
効
果
と
し
て
採
択
す
る
措
置
」
は
、
市
場
ア
ク
セ
ス
に

影
響
を
与
え
る
販
売
取
り
決
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
産
品
要
件
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
（

）。
産
品
要
件
は
輸
入
品
の
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー

114

ト
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
差
別
的
な
影
響
を
与
え
る
た
め
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
に
適
合
し
な
い

と
い
う
推
定
が
働
く
と
理
解
さ
れ
る
（

）。
さ
ら
に
、
同
概
念
に
は
「
加
盟
国
の
市
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
、
他
の
加
盟
国
を
原
産
地
と
す

115

る
産
品
に
つ
い
て
妨
げ
る
他
の
い
か
な
る
措
置
」
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
産
品
要
件
と
販
売
取
り
決
め
を
含
む
す
べ
て

の
種
類
の
措
置
に
対
し
て
、
輸
入
品
に
対
す
る
市
場
ア
ク
セ
ス
の
差
別
的
阻
害
と
い
う
共
通
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
（

）。
116

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
従
来
の
「
二
重
の
負
担
」
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
「
市
場
ア
ク
セ
ス
」
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
転
換
と
捉
え
ら
れ

る
。「
市
場
ア
ク
セ
ス
」
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
国
産
品
と
比
較
し
た
場
合
の
輸
入
品
の
市
場
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
異
な
る
効
果
に
焦

点
を
当
て
る
（

）。
そ
の
た
め
、「
市
場
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
影
響
の
相
違
」（
D
isparate
Im
pacton
M
arketA
ccess）
テ
ス
ト
あ
る
い

117

は
「
差
別
的
市
場
ア
ク
セ
ス
」（
D
iscrim
inatory
M
arket
A
ccess）
テ
ス
ト
と
も
呼
ば
れ
る
（

）。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
効
率
性

118

を
経
済
統
合
の
全
体
的
目
的
と
し
て
捉
え
、
輸
入
品
と
国
産
品
の
競
争
関
係
を
国
産
品
に
有
利
に
変
え
る
国
家
間
規
制
の
み
を
「
数

量
制
限
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
と
み
な
す
（

）。
ホ
ス
ト
・
ス
テ
ー
ト
の
規
制
が
輸
入
品
に
追
加
的
な
コ
ス
ト
を
課
す
か
ら
と

119

い
っ
て
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条
﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
競
争
的
関
係
を
変
え
な
い
場
合
に

は
、
加
盟
国
は
国
産
品
と
輸
入
品
の
双
方
に
追
加
的
コ
ス
ト
を
課
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（

）。
120

加
盟
国
に
よ
る
国
際
私
法
お
よ
び
私
法
の
適
用
が
物
の
自
由
移
動
の
障
壁
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
、「
遠
隔
度
」
テ
ス
ト
や
当

事
者
自
治
の
原
則
に
よ
り
、
各
国
の
経
済
行
政
法
の
場
合
よ
り
ず
っ
と
可
能
性
は
低
い
と
言
え
る
。
一
方
、
そ
の
議
論
は
、
こ
れ
ま

で
主
と
し
て
産
品
要
件
に
お
け
る
「
二
重
の
負
担
」
ア
プ
ロ
ー
チ
と
相
互
承
認
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
市
民
権
に
基
づ
く
移
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動
・
居
住
の
自
由
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
一
加
盟
国
は
他
の
加
盟
国
の
国
際
私
法
お
よ
び
私
法
を
相
互
承
認
す
る
こ
と
が
前
提

と
さ
れ
る
。
前
述
の
事
例
で
は
、
姓
の
決
定
に
関
す
る
国
際
私
法
が
物
の
自
由
移
動
に
お
け
る
産
品
要
件
に
類
似
し
て
扱
わ
れ
、
本

人
の
望
ま
な
い
姓
の
変
更
を
伴
う
結
果
と
し
て
「
重
大
な
支
障
」
を
き
た
す
た
め
、
そ
の
よ
う
な
法
令
は
正
当
化
を
必
要
と
す
る
。

こ
れ
は
、
物
の
自
由
移
動
に
お
け
る
産
品
要
件
の
「
二
重
の
負
担
」
と
そ
の
正
当
化
と
同
様
の
論
理
で
あ
る
。

他
方
、
も
し
Ｅ
Ｕ
市
民
の
自
由
移
動
と
国
際
私
法
の
関
係
に
お
い
て
、
前
述
の
「
市
場
ア
ク
セ
ス
」
ア
プ
ロ
ー
チ
が
適
用
さ
れ
る

場
合
に
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
点
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
斎
藤
和
夫
先
生
の
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
へ
の
多
大
な
ご
貢
献
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
頂
い
た
ご
指
導
に

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
追
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
〇
年
度
慶
應
義
塾
大
学
学
事
振
興
基
金
研
究
補
助
（
Ａ
）
お
よ
び
二
一
年
度
同
（
Ｂ
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

（

）
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
つ
い
て
は
、
庄
司
克
宏
「
リ
ス
ボ
ン
条
約
（
Ｅ
Ｕ
）
の
概
要
と
評
価
」『
慶
應
法
学
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
八
年

1（
一
九
五
│
二
七
二
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

）
Case
C-55/94
G
ebhard
v.Consiglio
dell’O
rdinedegliA
vvocatieProcuratoridiM
ilano
[1995]ECR
I-4165,para.37.

2
（

）
Case
C-49/89
Corsica
Ferries
France
v.D
irection
générale
des
douanes
[1989]ECR
4441,para.8.

3
（

）
M
arcFallon
and
Johan
M
eeusen,“Private
InternationalLaw
in
the
European
U
nion
and
the
Exception
ofM
utual

4Recognition”,Y
earbook
ofPrivate
InternationalLaw
,V
ol.IV
,2002,pp.37-66
at46.

（

）
Jacobien
W
.Rutgers,“Free
M
ovem
entsand
ContractLaw
”,E
uropean
R
eview
ofContractLaw
,V
olum
e
4,Issue
3,

52008,pp.474-486
at474,475.

法学研究 84 巻 12 号（2011：12）

620



（

）
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
私
法
の
調
和
に
関
す
る
動
向
の
概
観
に
つ
い
て
は
、
北
居
功
「
Ｅ
Ｕ
契
約
法
」、
庄
司
克
宏
編
『
Ｅ
Ｕ
法

実
務
篇
』

6岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
所
収
（
二
二
九
│
二
五
三
頁
）
参
照
。

（

）
Jacobien
W
.Rutgers,op.cit.,p.475.

7
（

）
Case
C-353/06
G
runkin
and
Paul[2008]ECR
I-7639,paras.21-29.

8
（

）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
西
康
「
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
後
の
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
国
際
私
法
：
欧
州
統
合
と
国
際
私
法
に
つ
い
て
の
予

9備
的
考
察
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
〇
〇
巻
四
号
、
二
〇
〇
一
年
（
三
一
│
六
四
頁
）
参
照
。

（

）
Regulation（
EC）
N
o
593/2008
of
the
European
Parliam
ent
and
of
the
Council
of
17
June
2008
on
the
law

10applicable
to
contractualobligations（
Rom
e
I）
[2008]O
JL
177,p.6.
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
翻
訳
と
し
て
、
杉
浦
保
友
訳
「
契
約

債
務
に
適
用
さ
れ
る
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
（
Rom
e
I）（
最
終
草
案
全
文
訳
）」、
BLJ
O
nline
、
二
〇
〇
八
年
六
月

二
〇
日
（
available
at
http://w
w
w
.businesslaw
.jp/blj-online/im
gdir/pdf/20080620_sugiura-02.pdf,accessed
29th

A
ugust2009）
参
照
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
解
説
と
し
て
、
杉
浦
保
友
「
欧
州
に
お
け
る
契
約
準
拠
法
の
決
定
原
則
の
改
正
│
│

ロ
ー
マ
条
約
か
ら
「
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
」
へ
」、
BLJ
O
nline
、
二
〇
〇
八
年
六
月
二
〇
日
（
available
athttp://w
w
w
.businesslaw
.

jp/blj-online/im
gdir/pdf/20080620_sugiura-01.pdf,accessed
29th
A
ugust2009）
参
照
。

（

）
Regulation（
EC）
N
o
864/2007
of
the
European
Parliam
ent
and
of
the
Council
of
11
July
2007
on
the
law

11applicable
to
non-contractualobligations（
Rom
e
II）
[2007]O
J
L
199,p.40.

（

）
CouncilRegulation（
EC）
N
o
44/2001
of22
D
ecem
ber2000
on
jurisdiction
and
the
recognition
and
enforcem
ent

12ofjudgm
entsin
civiland
com
m
ercialm
atters[2001]O
JL
12,p.1.
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
Ⅰ
規
則
等
の
Ｅ
Ｕ
民
事
司
法
協
力
の
概
観

に
つ
い
て
は
、
春
日
偉
知
郎
「
Ｅ
Ｕ
民
事
司
法
」、
庄
司
克
宏
編
前
掲
書
（
二
五
五
│
二
七
二
頁
）
参
照
。

（

）
CouncilRegulation（
EC）
N
o
2201/2003
of27
N
ovem
ber
2003
concerning
jurisdiction
and
the
recognition
and

13enforcem
entofjudgm
ents
in
m
atrim
onialm
atters
and
the
m
atters
ofparentalresponsibility,repealing
Regulation

（
EC）
N
o
1347/2000
[2003]O
J
L
338,p.1.

（

）
CouncilRegulation（
EU
）
N
o
1259/2010
of20
D
ecem
ber2010
im
plem
enting
enhanced
cooperation
in
the
area
of

14the
law
applicable
to
divorce
and
legalseparation
[2010]O
J
L
343,p.10.
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（

）
高
度
化
（
補
強
化
）
協
力
に
つ
い
て
は
、
庄
司
克
宏
著
『
Ｅ
Ｕ
法

基
礎
編
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
四
│
一
〇
七
頁
、

15庄
司
克
宏
「
リ
ス
ボ
ン
条
約
（
Ｅ
Ｕ
）
の
概
要
と
評
価
」
前
掲
、
二
三
六
、
二
六
八
、
二
六
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

）
A
ndrew
D
ickinson,T
he
R
om
e
II
R
egulation:
T
he
Law
A
pplicable
to
N
on-contractual
O
bligations,O
xford

16U
niversity
Press,O
xford,2008,p.77.

（

）
Ibid.

17
（

）
櫻
田
嘉
章
著
『
国
際
私
法
』（
第
五
版
）
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
頁
。

18
（

）
同
右
、
一
八
│
二
〇
頁
。

19
（

）
Jacobien
W
.Rutgers,“T
he
Rule
of
Reason
and
Private
Law
or
the
Lim
its
to
H
arm
onization”
in
A
nnette

20Schrauw
en（
ed.）,R
ule
ofR
eason,European
Law
Publishing,Groningen,2005,pp.143-159
at151,152.

（

）
PaulCraig
and
Gráinne
de
Búrca,E
U
Law
:T
ext,Casesand
M
aterials（
4th
ed.）,O
xford
U
niversity
Press,O
xford,

21p.669;Jacobien
W
.Rutger,“Free
M
ovem
entand
ContractLaw
”,E
uropean
R
eview
ofContractLaw
,V
ol.4,Issue
3,pp.

474-486
at476;Stephen
W
eatherill,“RecentD
evelopm
entsin
the
Law
Governing
the
Free
M
ovem
entofGoodsin
the

EC’s
InternalM
arket”,E
uropean
R
eview
ofContractLaw
,V
ol.2,Issue
1,pp.90-111
at90,91.

（

）
Ｅ
Ｕ
法
と
国
際
私
法
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
参
照
。
長
田
真
理
「
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
「
本
源
国
法
原
則
」
と
そ
の
国
際
私
法
上
の
意

22義
」『
阪
大
法
学
』
第
五
五
巻
三
・
四
号
、
二
〇
〇
五
年
（
八
七
一
│
八
八
六
頁
）、
マ
ー
ク
･フ
ァ
ロ
ン
（
長
田
真
理
訳
）「
Ｅ
Ｕ
法
と
国

際
私
法
と
の
相
互
作
用
の
枠
組
（
一
）（
二
）」『
阪
大
法
学
』
第
五
六
巻
四
号
、
二
〇
〇
六
年
（
一
〇
五
一
│
一
〇
六
七
頁
）、
第
五
六
巻

五
号
、
二
〇
〇
七
年
（
一
二
三
五
│
一
二
五
五
頁
）、
入
稲
福
智
「
Ｅ
Ｃ
法
上
の
基
本
的
自
由
と
国
際
私
法
」、
石
川
明
・
永
田
誠
・
三
上

威
彦
編
『
ボ
ー
ダ
レ
ス
社
会
と
法
』
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
所
収
（
三
二
五
│
三
四
五
頁
）。

（

）
筆
者
は
Ｅ
Ｕ
法
を
専
門
と
す
る
が
、国
際
私
法
に
は
明
る
く
な
い
た
め
、そ
の
分
野
に
関
わ
る
記
述
で
不
正
確
な
部
分
や
誤
っ
て
い
る

23箇
所
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
点
を
あ
ら
か
じ
め
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、
専
門
家
の
ご
指
摘
を
得
て
今
後
改
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

（

）
Case
8/74
D
assonville
[1974]ECR
837,para.5.

24
（

）
Cases
177
and
178/82
V
an
de
H
aar
[1984]ECR
1797,para.13.

25
（

）
Catherine
Barnard,T
he
Substantive
Law
ofthe
E
U
:T
he
Four
Freedom
s（
3rd
ed.）,O
xford
U
niveristy
Press,

26
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O
xford,2010,p.78.

（

）
Case
C-379/92
Peralta
[1994]ECR
I-3453,para.24.

27
（

）
Stephen
W
eatherilland
PaulBeaum
ont,E
U
Law
（
3rd
ed.）,Penguin
Books,London,1999,p.565,566.

28
（

）
Case
120/78
R
ew
e
v.Bundesm
onopolverw
altung
für
Branntw
ein
(Cassisde
D
ijon)[1979]ECR
649.本
件
事
実
関
係

29に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
産
の
「
カ
シ
ス
・
ド
・
デ
ィ
ジ
ョ
ン
」
は
ア
ル
コ
ー
ル
含
有
量
が
一
五
│
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
同
国
内
で

自
由
に
取
引
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
法
令
上
そ
の
よ
う
な
フ
ル
ー
ツ
・
リ
キ
ュ
ー
ル
は
ア
ル
コ
ー
ル
含
有
量
が
最
低
二
五

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
、
国
産
品
か
輸
入
品
か
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
（
非
差
別
適
用
措
置
）、
同
国
内
で
輸
入
販
売
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
法
令
は
、
非
差
別
適
用
措
置
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
三
四
条

﹇
旧
Ｅ
Ｃ
条
約
第
二
八
条
﹈
の
「
数
量
制
限
と
同
等
の
効
果
を
有
す
る
措
置
」
に
該
当
し
て
禁
止
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
（
Ibid.,

paras.1-6）。

（

）
Ibid.,para.8.

30
（

）
Ibid.,para.14.相
互
承
認
に
つ
い
て
は
、
庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
政
策
│
│
相
互
承
認
と
規
制
権
限
の
配
分
」、
田
中
俊
郎
・

31庄
司
克
宏
編
『
Ｅ
Ｕ
統
合
の
軌
跡
と
ベ
ク
ト
ル
』
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